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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　地中に埋設された既設管を更生するライニングパイプの挿入に先立って既設管内に挿入
された筒状の遮水シートをライニングパイプの発進側マンホールに固定する管口固定治具
であって、
　半円管状の治具本体と、
　前記治具本体の一端部に固定可能な固定バンドと、
　前記治具本体に着脱自在に設けられ、既設管の管口近傍の上半部側内周面に接触可能な
アーチ部及びマンホールの内周面と接触可能なフランジ部を備えるガイド部材と、
　前記ガイド部材のフランジ部に固定可能な固定板とを有し、
　既設管内に挿入されて発進側マンホールのインバートに敷設され、その長手方向に沿っ
て複数箇所切断されて下半部と上半部とに分割された遮水シートの内方に、前記治具本体
及びガイド部材が一体に固定されて挿入されるとともに、前記インバートに敷設された遮
水シートの下半部に配置され、
　前記治具本体で折り返された遮水シートの下半部が、前記治具本体に固定バンドを固定
して挟み込まれ、前記ガイド部材のフランジ部で折り返された遮水シートの上半部が、前
記ガイド部材のフランジ部に固定板を固定して挟み込まれることを特徴とする遮水シート
の管口固定治具。
【請求項２】
　断熱層及び不透水層を有する筒状の遮水シートを介して既設管内にライニングパイプを
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施工する既設管の更生方法であって、
　前記遮水シートを、発進側マンホールと到達側マンホールとの間の既設管内に敷設する
とともに、発進側マンホールのインバートに敷設し、
　発進側マンホールにおいて、前記遮水シートを、その長手方向に沿って複数箇所切断し
て下半部と上半部とに分割し、
　請求項１に記載の管口固定治具をインバートに敷設された遮水シートの下半部上に配置
し、遮水シートの上半部をガイド部材のフランジ部で折り返した後、折り返した遮水シー
トの上半部を固定板で挟み込んで固定する一方、遮水シートの下半部を治具本体で折り返
した後、折り返した遮水シートの下半部を固定バンドで挟み込んで固定し、
　既設管の内径よりも小さい外径の熱可塑性樹脂からなるライニングパイプを前記遮水シ
ートの内方に挿入し、
　前記ライニングパイプを加熱及び加圧することにより膨張拡径させて既設管の内周面に
前記遮水シートを介して密着させ、既設管の内周面に固定することを特徴とする既設管の
更生方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、老朽化した下水道管等の既設管を更生するライニングパイプをライニングす
るに際して用いられる遮水シートの管口固定治具及び管口固定治具を用いた既設管の更生
方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、地中に埋設された下水道管等の既設管内に、既設管の内径よりも小径であって、
形状記憶温度において円管形状に形状回復する塩化ビニル等の熱可塑性樹脂製のライニン
グパイプを挿入し、ライニングパイプを加熱して円管形状に復元させた後、加圧して膨張
拡径させ、ライニングパイプを既設管の内周面に密着させてライニングする更生方法が提
案され、広く実施されている（例えば、特許文献１参照）。
【０００３】
　このような更生方法において、既設管内に浸入水や不明水が存在している環境下でライ
ニングパイプをライニングするときには、浸入水等が接触することによってライニングパ
イプが冷却されるため、ライニングパイプを加熱する工程で温度上昇が不十分となること
がある。加熱によるライニングパイプの温度上昇が不十分であると、ライニングパイプが
円管形状に形状復元する際、あるいは、軟化したライニングパイプを加圧して膨張拡径さ
せ、既設管の内周面に密着させる際、不完全な仕上がり状態となる可能性が高い。
【０００４】
　このため、前述した更生方法において、内部に浸入水等が存在する環境下で既設管を更
生する場合は、ライニングパイプを必要な温度まで確実に加熱できるように、ライニング
パイプの挿入に先立って既設管内に筒状の遮水シートを挿入し、遮水シート内にライニン
グパイプを挿入し、ライニングするようにしている（例えば、特許文献２参照）。
【０００５】
　なお、遮水シートをマンホールのインバートに延長して敷設した後、ライニングパイプ
及び牽引ワイヤーの管口ローラを備えた引込み治具（例えば、特許文献３参照）をマンホ
ールに設置し、引込み治具にワイヤー等を介して遮水シートの固定治具を連結することに
より、遮水シートをマンホールに固定するようにしている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開平１１－２３０４１２号公報
【特許文献２】特開２００８－１６２２５５号公報
【特許文献３】特開２０１１－１０２６２５号公報
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　ところで、従来の更生方法においては、既設管内に敷設された遮水シートをマンホール
に固定するため、引込み治具に固定治具を、ワイヤー等を介して連結する必要があり、作
業が煩雑となる他、引込み治具の設置後において、マンホールの狭小な空間で連結作業を
しなければならず、作業性が低いという欠点があった。しかも、ライニングパイプの挿入
に際して、引込み治具に上向きの力が作用し、それによって引込み治具が浮き上がると、
固定治具による遮水シートに対する押圧力が低下し、遮水シートがライニングパイプとの
摩擦力等によって既設管内に引き込まれるといった問題があった。
【０００８】
　本発明は、このような問題点に鑑みてなされたもので、既設管内に浸入水等が存在する
環境下において、ライニングパイプの挿入に先立って既設管内に挿入される遮水シートを
ライニングパイプの挿入時に引き込まれることなくマンホールに効率よく固定することの
できる遮水シートの管口固定治具を提供するものである。
【０００９】
　また、本発明は、既設管内に浸入水等が存在する環境下において、ライニングパイプの
挿入に先立って既設管に挿入される遮水シートを、管口固定治具を介してマンホールに効
率よく固定することにより、遮水シートが引き込まれるのを確実に防止してライニングパ
イプを遮水シートの内方に挿入し、遮水シートとともに円滑にライニングすることのでき
る管口固定治具を用いた既設管の更生方法を提供するものである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　前記の課題を解決するため、本発明は、地中に埋設された既設管を更生するライニング
パイプの挿入に先立って既設管内に挿入された筒状の遮水シートをライニングパイプの発
進側マンホールに固定する管口固定治具として、半円管状の治具本体と、前記治具本体の
一端部に固定可能な固定バンドと、前記治具本体に着脱自在に設けられ、既設管の管口近
傍の上半部側内周面に接触可能なアーチ部及びマンホールの内周面と接触可能なフランジ
部を備えるガイド部材と、前記ガイド部材のフランジ部に固定可能な固定板とを備えさせ
ている。そして、この管口固定治具は、既設管内に挿入されて発進側マンホールのインバ
ートに敷設され、その長手方向に沿って複数箇所切断されて下半部と上半部とに分割され
た遮水シートの内方に、前記治具本体及びガイド部材が一体に固定されて挿入されるとと
もに、前記インバートに敷設された遮水シートの下半部に配置され、前記治具本体で折り
返された遮水シートの下半部が、前記治具本体に固定バンドを固定して挟み込まれ、前記
ガイド部材のフランジ部で折り返された遮水シートの上半部が、前記ガイド部材のフラン
ジ部に固定板を固定して挟み込まれる構成としている。
【００１１】
　本発明によれば、ライニングパイプの挿入に先立って既設管内に挿入した遮水シートを
発進側マンホールのインバートに延長して敷設した後、発進側マンホールにおいて、遮水
シートをその長手方向に沿って複数箇所切断して下半分と上半部とに分割する。一方、治
具本体にガイド部材を一体に固定して遮水シートの内方に挿入するとともに、インバート
に敷設された遮水シートの下半部に配置する。この際、管口で放射状に折り返した遮水シ
ートの上半部を、ガイド部材のフランジ部でマンホールの内周面に押し当てる。次いで、
遮水シートの下半部を治具本体で折り返した後、折り返した遮水シートの下半部を治具本
体との間に固定バンドで挟み込み、固定バンドを治具本体に連結し、固定する。また、遮
水シートの上半部をガイド部材のフランジ部で折り返した後、折り返した遮水シートの上
半部をフランジ部との間に固定板で挟み込み、固定板をガイド部材のフランジ部に連結し
、固定する。
【００１２】
　この結果、ライニングパイプの挿入に際して遮水シートに作用する摩擦等によって遮水
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シートが既設管内に引き込まれるような力を受けたとしても、遮水シートは管口固定治具
を介して発進側マンホールに支持されており、遮水シートが既設管内に引き込まれるのを
確実に防止することができる。しかも、治具本体にガイド部材を一体に固定して遮水シー
トの内方に挿入するとともに、遮水シートの下半部に配置した後、遮水シートの下半部を
治具本体で折り返し、固定バンドで挟み込んで治具本体に固定するとともに、遮水シート
の上半部をガイド部材のフランジ部で折り返し、固定板で挟み込んでガイド部材のフラン
ジ部に固定すればよく、効率よく作業することができる。
【００１３】
　また、引込み治具の設置に先立って管口固定治具を設置することができるとともに、引
込み治具を取り外した後に管口固定治具を取り外すことができ、引込み治具に影響される
ことなく空間に余裕をもって作業することができる。さらに、引込み治具に上方へ押し上
げる力が作用したとしても、遮水シートを挟み込んで固定する力が弱まることはなく、遮
水シートをマンホールに確実に支持することができる。
【００１４】
　なお、管口固定治具を発進側マンホールから撤去するには、治具本体に対する固定を解
除して固定バンドを離脱させるとともに、ガイド部材に対する固定を解除して固定板を離
脱させる一方、治具本体に対する固定を解除してガイド部材を遮水シートから抜き出した
後、治具本体を遮水シートの内方から引き出せばよい。
【００１５】
　また、前記管口固定治を使用した既設管の更生方法も本発明の技術的思想の範疇である
。すなわち、断熱層及び不透水層を有する筒状の遮水シートを介して既設管内にライニン
グパイプを施工する既設管の更生方法であって、前記遮水シートを、発進側マンホールと
到達側マンホールとの間の既設管内に敷設するとともに、発進側マンホールのインバート
に敷設し、発進側マンホールにおいて、前記遮水シートを、その長手方向に沿って複数箇
所切断して下半部と上半部とに分割する。請求項１に記載の管口固定治具をインバートに
敷設された遮水シートの下半部上に配置し、遮水シートの上半部をガイド部材のフランジ
部で折り返した後、折り返した遮水シートの上半部を固定板で挟み込んで固定する一方、
遮水シートの下半部を治具本体で折り返した後、折り返した遮水シートの下半部を固定バ
ンドで挟み込んで固定する。そして、既設管の内径よりも小さい外径の熱可塑性樹脂から
なるライニングパイプを前記遮水シートの内方に挿入し、前記ライニングパイプを加熱及
び加圧することにより膨張拡径させて既設管の内周面に前記遮水シートを介して密着させ
、既設管の内周面に固定する構成としている。
【００１６】
　本発明によれば、浸入水等が滞留する既設管内に、断熱層及び該断熱層の外周面に積層
された不透水層からなる筒状の遮水シートを挿入してライニングパイプの発進側マンホー
ルのインバートに敷設する。次いで、発進側マンホールにおいて、遮水シートをその長手
方向に沿って複数箇所切断して下半分と上半部とに分割した後、請求項１に記載の管口固
定治具における、ガイド部材及び治具本体を一体に固定して遮水シートの内方に挿入する
とともに、インバートに敷設された遮水シートの下半部に配置する。そして、遮水シート
の上半部をガイド部材のフランジ部で折り返した後、折り返した遮水シートの上半部を固
定板で挟み込んでフランジ部に固定する一方、遮水シートの下半部を治具本体で折り返し
た後、折り返した遮水シートの下半部を固定バンドで挟み込んで治具本体に固定する。こ
れにより、浸入水等は、遮水シートの外周面に接触し、不透水層によって断熱層への浸入
が阻止される。
【００１７】
　次いで、既設管の内径よりも小さな外径の熱可塑性樹脂からなるライニングパイプを遮
水シートの内方に挿入した後、ライニングパイプを加熱及び加圧することにより、膨張拡
径させて既設管の内周面に遮水シートを介して密着させる。この際、ライニングパイプの
挿入に伴って遮水シートとの間に発生する摩擦等によって、遮水シートを既設管内に引き
込もうとする力が発生する。しかし、遮水シートは発進側マンホールに固定されており、
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既設管内に引き込まれることを確実に防止することができる。また、遮水シートの内方へ
の水の浸入が阻止されているので、浸入水等によってライニングパイプが冷却されて温度
上昇が不十分となることを防止できる。その後、復元膨張させたライニングパイプを冷却
することにより、遮水シートともに既設管の内周面に一体化させる。
【００１８】
　この結果、既設管内に浸入水等が滞留する環境下であっても、ライニングパイプを十分
に加熱加圧して膨張拡径させて遮水シートを介して既設管に密着させることができ、ライ
ニングパイプによって、既設管を、仕上がり品質を確保して更生することができる。また
、ライニングパイプの引込みに際して、摩擦等によって遮水シートが既設管内に引き込ま
れるように力が作用するが、遮水シートは管口固定治具によってマンホールに固定されて
引き込まれることはないため、ライニングパイプによる更生作業を円滑に行うことができ
る。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明の遮水シートの管口固定治具によれば、既設管内に浸入水等が存在する環境下に
おいて、ライニングパイプの挿入に先立って既設管内に挿入される遮水シートをライニン
グパイプの挿入時に引き込まれることなくマンホールに効率よく固定することができる。
【００２０】
　本発明の管口固定治具を用いた既設管の更生方法によれば、既設管内に浸入水等が存在
する環境下において、ライニングパイプの挿入に先立って既設管に挿入される遮水シート
をマンホールに効率よく固定することにより、遮水シートの引き込まれるのを確実に防止
してライニングパイプを遮水シートの内方に挿入し、遮水シートとともに円滑にライニン
グすることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】本発明の遮水シートの管口固定治具の一実施形態を示す分解斜視図である。
【図２】図１の管口固定治具を一部省略して示す平面図及びそのＡ－Ａ線断面図である。
【図３】図１の管口固定治具で遮水シートをマンホールと既設管との管口に固定する工程
を説明する斜視図である。
【図４】図３に続いて管口固定治具で遮水シートをマンホールと既設管との管口に固定す
る工程を説明する斜視図である。
【図５】管口固定治具を用いて遮水シートをマンホールと既設管との管口に固定した状態
を模式的に示す断面図である。
【図６】本発明の管口固定治具を用いた既設管の更生方法を説明する工程図及び遮水シー
トを既設管とともに模式的に示す拡大断面図である。
【図７】図６に続いて管口固定治具を用いた既設管の更生方法を説明する工程図である。
【図８】図７に続いて管口固定治具を用いた既設管の更生方法を説明する工程図及び遮水
シート、ライニングパイプを既設管とともに模式的に示す拡大断面図である。
【図９】図８に続いて管口固定治具を用いた既設管の更生方法を説明する工程図及び遮水
シート、ライニングパイプを既設管とともに模式的に示す拡大断面図である。
【図１０】図９に続いて管口固定治具を用いた既設管の更生方法を説明する工程図及び遮
水シート、ライニングパイプを既設管とともに模式的に示す拡大断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　以下、本発明の実施の形態について図面を参照しつつ説明する。
【００２３】
　（管口固定治具）
　図１及び図２には、本発明に係る遮水シートの管口固定治具１の一実施形態が示されて
いる。
【００２４】
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　管口固定治具１は、略半円管状の治具本体２と、治具本体２の一端部にボルトナットを
介して着脱自在に固定可能な半円状の固定バンド３と、治具本体２の略中間部他端寄りに
ボルトナットを介して着脱自在に固定可能なガイド部材４と、ガイド部材４にボルトナッ
トを介して着脱自在に固定可能な固定板５とから構成され、後述するライニングパイプ１
０の発進側マンホールＭ１に設置される。
【００２５】
　治具本体２は、既設管Ｋの内径に対応する外径の半円管状に形成され、長手方向一端部
及び略中間部の左右各上端縁にそれぞれ接線方向に延びるブラケットを介して連結部２１
が溶着されている。これにより、マンホールＭ１のインバートＶ（図３、図４参照）に治
具本体２を配置した際、連結部２１は、インバートＶに干渉することなくその上方に位置
することができる。
【００２６】
　固定バンド３は、治具本体２の内径に対応する外径を有し、その左右各端縁部には、治
具本体２の一端部の連結部２１に対応して連結部３１が溶着されている。これにより、治
具本体２の一端部に固定バンド３を配置し、それらの連結部２１，３１を重ね合わせ、ボ
ルトナットを介して連結することができる。固定バンド３の外周面と、治具本体２の内周
面との間には、ゴムシート等の緩衝材が介装されることが好ましい。これにより、固定バ
ンド３による遮水シートの固定強度を高めることができる。
【００２７】
　ガイド部材４は、既設管Ｋの内径に対応する外径の短小な半円管状のアーチ部４１及び
アーチ部４１の前端縁に一体に溶着された略半円リング状のフランジ部４２からなり、フ
ランジ部４２は、その内径がアーチ部４１の内径に一致する他、マンホールＭ１の周壁内
径に対応するように湾曲されている。そして、フランジ部４２の前面の左右各下端部には
、治具本体２の略中間部の連結部２１に対応して連結板４３が溶着されている。これによ
り、治具本体２の上端縁にガイド部材４のアーチ部４１の下端縁を突き合わせて配置する
とともに、連結部２１に連結板４３を重ね合わせ、ボルトナットを介して連結することが
でき、その際、治具本体２とガイド部材４のアーチ部４１によって既設管Ｋの内径に対応
する外径の短小な円管部が形成されるようになっている。
【００２８】
　固定板５は、ガイド部材４のフランジ部４２に対応する幅の円弧リング状に形成され、
マンホールＭ１の内周面に沿うように湾曲されたフランジ部４２の湾曲面に対応する外径
に湾曲されている。遮水シートに対する固定強度を高めるため、固定板５とフランジ部４
２との間にも、ゴムシート等の緩衝材が介装されることが好ましい。
【００２９】
　次に、このように構成された管口固定治具１を用いて既設管Ｋ内に挿入された遮水シー
ト１１を固定する施工要領について説明する。
【００３０】
　まず、発進側マンホールＭ１において、既設管Ｋに挿通されてインバートＶまで延長し
て敷設された遮水シート１１を、インバートＶの上端縁に合わせて遮水シート１１の軸線
方向に沿って既設管ＫとマンホールＭ１との管口に達するまで切断して下半部１１ａ及び
上半部１１ｂに分割するとともに、上半部１１ｂをさらに軸線方向に沿って管口に達する
まで複数箇所切断し、複数本の帯状部１１ｂ１を形成する。その後、遮水シート１１の上
半部側帯状部１１ｂ１を管口で放射方向に折り返し、マンホールＭ１の内周面に仮止めす
る。
【００３１】
　次いで、マンホールＭ１において、管口固定治具１の治具本体２に、ガイド部材４を、
ボルトナットを介して連結し、その他端部を、管口を経て遮水シート１１の内方に挿入す
るとともに、マンホールＭ１のインバートＶに敷設された遮水シート１１の下半部１１ａ
に配置する。この際、治具本体２及びガイド部材４のアーチ部４１からなる短小な円管部
が、既設管Ｋの管口近傍の遮水シート１１を半径方向に押し広げて既設管Ｋの内周面に接
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触させる一方、ガイド部材４のフランジ部４２が、遮水シート１１の上半部側帯状部１１
ｂ１をマンホールＭ１の内周面に接触するように押し当てる（図３参照）。
【００３２】
　この後、遮水シート１１の上半部側帯状部１１ｂ１をガイド部材４のフランジ部４２外
周縁に沿って下方に折り返した後、折り返した遮水シート１１の上半部側帯状部１１ｂ１
をガイド部材４のフランジ部４２との間で挟み込むように固定板５をガイド部材４のフラ
ンジ部４２に設けたボルトに挿通し、ナットを介して固定する。一方、遮水シート１１の
下半部１１ａを治具本体２の一端縁で折り返した後、折り返した遮水シート１１の下半部
１１ａを治具本体２の一端部との間で挟み込むように、治具本体２の一端部側連結部２１
に固定バンド３の連結部３１を重ね合わせて、両者を、ボルトナットを介して固定する（
図４、図５参照）。
【００３３】
　これにより、発進側マンホールＭ１において、遮水シート１１を、管口固定治具１を介
して固定することができる。すなわち、後述するように、遮水シート１１の内方にライニ
ングパイプ１０を挿入する際、摩擦等によって遮水シート１１に到達側マンホールＭ２側
に向けて既設管Ｋ内に引き込もうとする力が作用したとしても、遮水シート１１は、管口
固定治具１を介して発進側マンホールＭ１に固定されており、引き込まれることはない。
また、仮にライニングパイプ１０の引込みに際して、管口ローラ７（図８参照）の引込み
治具に浮き上げるような力が作用したとしても、遮水シート１１は、引込み治具とは無関
係な管口固定治具１を介して発進側マンホールＭ１に固定されるため、遮水シート１１を
引き込まれることなく確実に固定することができる。
【００３４】
　なお、管口固定治具１を取り外すには、治具本体２の連結部２１と固定バンド３の連結
部３１とを連結するボルトナットを弛めて離脱させることにより、治具本体２から固定バ
ンド３を取り外すことができる。また、ガイド部材４のフランジ部４２と固定板５とを連
結するボルトナットを弛めて離脱させ、ガイド部材４から固定板５を取り外した後、治具
本体２の連結部２１とガイド部材４の連結板４３とを連結するボルトナットを弛めて離脱
させることにより、管口近傍の遮水シート１１の内方に挿入されたガイド部材４を治具本
体２に対して引き抜くことができる。この後、治具本体２を遮水シート１１から取り出す
ことができる。
【００３５】
　（既設管の更生方法）
　次に、本発明に係る遮水シートの管口固定治具を用いた既設管の更生方法について説明
する。
【００３６】
　この更生方法には、ライニングパイプ１０と、遮水シート１１とが使用される。
【００３７】
　ライニングパイプ１０は、硬質塩化ビニル等の熱可塑性樹脂によって円管形状に成形さ
れたものであり、遮水シート１１に挿入される前の状態では、その断面形状が略Ｕ字状に
折り畳まれて既設管Ｋの内径よりも小径に形成され、所定の形状記憶温度（例えば、８０
℃）に加熱されることによって円管形状に形状回復する性能を有している。
【００３８】
　また、遮水シート１１は、詳細には図示しないが、不織布等の断熱層と、断熱層の外周
面に積層された不透水層とからなり、既設管Ｋの内径に一致する外径の筒状に形成されて
いる。
【００３９】
　更生作業に先立って、既設管Ｋの内周面の高圧水洗浄を行っておくことが好ましい。
【００４０】
　まず、遮水シート１１を発進側マンホールＭ１に準備し、既設管Ｋ内に挿入する。遮水
シート１１は、例えば、発進側マンホールＭ１及び到達側マンホールＭ２間の長さに余裕
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長さを加えた長さとされる。この際、遮水シート１１の内方には、予めロープなどの牽引
用線材６１を挿通しておく。
【００４１】
　到達側マンホールＭ２の地上から、図示しない通線部材を到達側マンホールＭ２及び既
設管Ｋへと挿通し、発進側マンホールＭ１まで導入する。発進側マンホールＭ１では、準
備した遮水シート１１の先端部に、通線部材を結束して取り付ける。
【００４２】
　次いで、発進側マンホールＭ１において、遮水シート１１を既設管Ｋ内に送り込む一方
、到達側マンホールＭ２において通線部材を巻き取り、既設管Ｋ内に遮水シート１１を引
き込む。
【００４３】
　既設管Ｋ内に遮水シート１１を敷設したならば、発進側マンホールＭ１において、発進
側マンホールＭ１のインバートＶに敷設された遮水シート１１を軸線方向に沿って管口に
達するまで複数箇所切断した後、前述したように、管口固定治具１を介して遮水シート１
１を発進側マンホールＭ１に固定する。
【００４４】
　すなわち、治具本体２及びガイド部材４を固定し、治具本体２の他端部を遮水シート１
１の内方に挿入するとともに、マンホールＭ１のインバートＶに敷設された遮水シート１
１の下半部１１ａに配置する。一方、治具本体２及びガイド部材４のアーチ部４１からな
る円管部を介して管口近傍の遮水シート１１を押し広げて既設管Ｋの内周面に接触するよ
うに押し広げるとともに、ガイド部材４のフランジ部４２を介して管口で放射方向に折り
返された遮水シート１１の上半部側帯状部１１ｂ１をマンホールＭ１の内周面に押し当て
る。
【００４５】
　この後、遮水シート１１の上半部側帯状部１１ｂ１をガイド部材４のフランジ部４２外
周縁に沿って折り返した後、折り返した遮水シート１１の上半部側帯状部１１ｂ１を、ガ
イド部材４のフランジ部４２に固定板５を、ボルトナットを介して連結することにより、
挟み込んで固定する。また、遮水シート１１の下半部１１ａを治具本体２の一端縁で折り
返した後、折り返した遮水シート１１の下半部１１ａを、治具本体２の一端部側連結部２
１に固定バンド３の連結部３１を重ね合わせ、ボルトナットを介して連結することにより
、挟み込んで固定する（図５、図７参照）。
【００４６】
　これにより、遮水シート１１を、管口固定治具１を介して発進側マンホールＭ１に固定
することができる。
【００４７】
　遮水シート１１を発進側マンホールＭ１に固定したならば、マンホールＭ１，Ｍ２にお
いて、ライニングパイプ１０及び牽引用線材６１を巻回する管口ローラ７の引込み治具（
図示せず）を設置する。発進側マンホールＭ１では、ライニングパイプ１０と牽引用線材
６１とが管口ローラ７を介して引き込まれる。到達側マンホールＭ２では、牽引用線材６
１が管口ローラ７を介して引き込まれる。管口ローラ７は、発進側と到達側とで異なるロ
ーラを備えて構成されてもよい。
【００４８】
　また、発進側マンホールＭ１において、予め遮水シート１１内に挿通された牽引用線材
６１の基端にライニングパイプ１０の先端部を連結する一方、到達側マンホールＭ２にお
いて、ウインチＷを設置する。到達側マンホールＭ２において、牽引用線材６１の先端を
ウインチＷのワイヤー６２に連結する。
【００４９】
　次いで、牽引用線材６１を利用して、ウインチＷのワイヤー６２を遮水シート１１内に
引き込み、遮水シート１１内を通して発進側マンホールＭ１の地上にワイヤー６２を引き
出す。このワイヤー６２の先端部には、ライニングパイプ１０の先端部を結束する。
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【００５０】
　なお、ライニングパイプ１０には、地上にて予備加熱を行っておくことが好ましい。こ
れにより、ライニングパイプ１０を既設管Ｋ内に引き込むことができる程度に柔軟にして
おく。
【００５１】
　ライニングパイプ１０の先端にワイヤー６２を連結したならば、ウインチＷを駆動して
ワイヤー６２を巻き取り、ライニングパイプ１０を遮水シート１１の内方に引き込む（図
８参照）。この際、浸入水等は、既設管Ｋ内に滞留して遮水シート１１の外面に接触して
いるが、ライニングパイプ１０は、遮水シート１１の内方に挿入されているため、ライニ
ングパイプ１０に浸入水等が接触することは阻止されている。
【００５２】
　遮水シート１１の内方にライニングパイプ１０を挿入したならば、発進側マンホールＭ
１及び到達側マンホールＭ２において、管口ローラ７の引込み治具を取り外す一方、発進
側マンホールＭ１において、管口固定治具１を取り外す。
【００５３】
　管口固定治具１を取り外したならば、冷却時の線膨張を考慮してライニングパイプ１０
を一定長さマンホールＭ１，Ｍ２に延出させた状態でそれぞれ切断した後、その各端部に
栓体８を装着して閉塞する一方、一端側栓体８に、加熱蒸気発生機Ｇに一端が接続された
熱媒体供給管９の他端を接続するとともに、他端側栓体８に熱媒体排出管９１の一端を接
続する。
【００５４】
　次いで、加熱蒸気発生機Ｇを駆動し、加熱蒸気を、熱媒体供給管９を通してライニング
パイプ１０に供給し、加熱蒸気の熱をライニングパイプ１０に伝える。この場合、前述し
たように、浸入水等は、遮水シート１１と接触しているが、その内方に挿入されたライニ
ングパイプ１０と接触することは阻止されている。そのため、ライニングパイプ１０は、
その内部に供給された加熱蒸気によって内周面側から十分に加熱されて軟化する（図９参
照）。
【００５５】
　このとき、遮水シート１１によってライニングパイプ１０に浸入水等が接触することは
なく、浸入水等の接触によるライニングパイプ１０の温度低下が防止されることから、仕
上がり品質を確保することができる。
【００５６】
　次いで、加熱蒸気発生機Ｇの駆動を停止し、熱媒体供給管９を通して、軟化したライニ
ングパイプ１０の内部に加圧空気を送り込む。ライニングパイプ１０は、円管形状に形状
回復するとともに、加圧空気によって外方へ押圧され、膨張拡径される。この際、遮水シ
ート１１もライニングパイプ１０の膨張拡径に伴って徐々に断面円形に近づくように押し
広げられる。ライニングパイプ１０は、膨張拡径されて遮水シート１１とともに既設管Ｋ
の内周面に密着する（図１０参照）。
【００５７】
　なお、ライニングパイプ１０に供給された過剰の加熱蒸気は、熱媒体排出管９１を通し
て排出され、ライニングパイプ１０の内部圧力を一定に維持している。
【００５８】
　一体となったライニングパイプ１０及び遮水シート１１が、既設管Ｋの内周面に密着し
たならば、ライニングパイプ１０に常温の加圧空気が供給されることにより、ライニング
パイプ１０は、加熱蒸気に代わって供給された常温の加圧空気と熱交換し、加圧空気によ
る加圧を継続しつつ冷却される。
【００５９】
　ライニングパイプ１０が冷却され、ガラス転移温度を超えて設定温度以下に低下したな
らば、加圧空気の供給を停止した後、一体となったライニングパイプ１０及び遮水シート
１１を既設管Ｋの管口に合わせて切断し、管口処理を行う。
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【００６０】
　なお、本実施形態においては、加熱媒体として加熱蒸気を採用した場合を説明したが、
熱風や熱水であってもよく、また、冷却媒体として常温の加圧空気を採用したが、水であ
ってもよい。
【産業上の利用可能性】
【００６１】
　本発明は、地中に埋設された既設管の更生作業に好適に利用可能である。
【符号の説明】
【００６２】
　１　　管口固定治具
　２　　治具本体
　３　　固定バンド
　４　　ガイド部材
　４１　アーチ部
　４２　フランジ部
　５　　固定板
　６１　牽引用線材
　６２　ワイヤー
　７　　管口ローラ
　８　　栓体
　９　　熱媒体供給管
　９１　熱媒体排出管
　１０　ライニングパイプ
　１１　遮水シート
　Ｇ　　加熱蒸気発生機
　Ｗ　　ウインチ
　Ｋ　　既設管
　Ｍ１，Ｍ２　マンホール
　Ｖ　　インバート
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